
公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

【令和５年度】 随意契約

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

ガスの供給　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

－
東京ガス株式会社
東京都港区海岸1-5-20

6010401020516

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ @63.4  外 － －
単価契約
調達予定総額119,929,243円

定期刊行物　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.4.3
株式会社真光書店
東京都調布市調布ヶ丘１-23-１

4012401007825

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ @1,306.8　外 － －
単価契約
調達予定総額2,787,831円

人材育成基盤装置保守委託　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.4.3
株式会社インフォメーション・ディベロプメント
東京都千代田区五番町12－１

3010001199720

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ 1,522,840,000 － －
国庫債務負担行為
令和５年～令和10年

車載システムフォレンジック手法に関する共同
研究　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.4.3
国立大学法人東海国立大学機構
愛知県名古屋市千種区不老町１番

3180005006071

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ 4,671,680 － －

語学研修科ベトナム語Ⅱ課程委託教養　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.4.4
公益財団法人アジア．アフリカ文化財団
東京都三鷹市新川5-14-16

1012405002585

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ 10,930,920 － － 公財 国認定 1

語学研修科ベンガル語Ⅱ課程委託教養　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.4.4
ヒュ－マンコム株式会社
東京都新宿区新宿1-15-14

1011101018169

会計法第29条の3第5項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ 9,027,920 － －

語学研修科タイ語Ⅱ課程委託教養　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.4.7
株式会社バークレーハウス
東京都千代田区九段下4－2－11

5010001026385

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ 5,469,497 － －

語学研修科アラビア語Ⅱ課程委託教養　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.4.11
インターナショナルエジュケーションサービス
株式会社
東京都渋谷区東2-22-14

8011001002381

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ 4,282,366 － －

ライセンス（EnCaseForensic 保守）　34式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.4.24
クオリティネット株式会社
東京都千代田区東神田2－4－6

7011101029722

会計法第29条の3第4項
公募を実施した結果、業務の履行
可能な者が１者であって、その者
との契約であり競争を許さないた
め

－ 7,741,800 － －

多重回線用制御監視装置（ＳＶ－５）ソフトウェア
インストール及び設定作業　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.5.8
日本電気株式会社
東京都港区芝５-７-１

7010401022916

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ 1,078,000 － －

死体検案・死体解剖の実務研修及び感染症予
防消耗品の提供・廃棄　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.5.8
東京都監察医務院
東京都文京区大塚４-21-18

－

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ @6,100　外 － －
単価契約
調達予定総額1,640,588円

クラッシュデータリトリーバルトレーニング　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.5.23
ボッシュ株式会社
東京都渋谷区渋谷3-6-7

7011001012340

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ 1,034,000 － －

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名

並びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日

公益法人の場合

備考
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約をすることとした会計法
令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

法人番号

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
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【令和５年度】 随意契約

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数
物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名
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契約を締結した日

公益法人の場合

備考
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随意契約をすることとした会計法
令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

法人番号

デジタル無線送信機テスタＢ修理　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.6.1
荒木電機工業株式会社
東京都渋谷区恵比寿２-11-６

3011001001660

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ 1,095,600 － －

受傷事故防止委託研修　一式

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.6.7
自動車安全運転センター
東京都千代田区紀尾井町３－６

3010005006658

会計法第29条の3第4項
公募を実施した結果、業務の履行
可能な者が１者であって、その者
との契約であり競争を許さないた
め

－ @79,100　外 － －
単価契約
調達予定総額3,480,400円

印刷機用インク　外８点

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.6.13
理想科学工業株式会社多摩営業所
東京都立川市錦町２-６-５

9010401031452

会計法第29条の3第4項
公募を実施した結果、業務の履行
可能な者が１者であって、その者
との契約であり競争を許さないた
め

－ @3,795　外 － －
単価契約
調達予定総額9,333,775円

多機能レベル測定器　外５点

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長
峰岸　和徳
警察大学校
東京都府中市朝日町3-12-1

R5.6.14
大井電気株式会社
神奈川県横浜市港北区菊名7-3-16

2020001019746

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給されるこ
とが可能であり、他に合理的な代
替となるサービスがないため

－ 1,642,080 － －

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。


